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 ～配偶控除「103 万の壁」の縮小・廃止検討～ 
 政府は、安倍政権が目指す女性の活躍を実現するため、専業 

主婦の妻がいる世帯などの所得税負担を軽減する配偶者控除の 

縮小・廃止を検討しているようです。 

 では、現行で妻が働く上で「壁」となっている年収金額を 

おさらいしてみましょう。 

【年収 100 万円】：1 月～12 月までの年収が 100 万円以上で 

住民税がかかります。（市区町村によって金額が異なる場合あり） 

【年収 103 万円】：1 月～12 月までの年収が 103 万を超えると 

自ら所得税を負担するとともに、夫の方も配偶者控除を受けら 

れなくなり、控除額が逓減する配偶者特別控除の対象になり 

す。（年収 140 万円まで） 

【年収 130 万円】：年収見込が 130 万円以上になってくると、 

配偶者自身が社会保険（健康保険・厚生年金保険）、又は国民 

健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。 

【年収 141 万円】：1 月～12 月までの年収が 141 万円以上 

になると、配偶者控除だけでなく、配偶者特別控除も受けら 

れなくなります。 

 ただし、年末調整の際、住宅借入金等特別控除の適用を 

受ける場合など、結果的に税額が変わらないこともあります。 

社会保険料も控除されると手取りは減りますが、将来受け取 

る年金額が増えるというメリットもあります。 

 

 大事なことは「壁」を基準にして働き方を決めるのではな 

く、まず従業員がどのような働き方のビジョンを持っている 

のか、なのではないかと思います。 
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100 万未満 なし 
なし 受けられる 受けられない 

なし 100万以上103万以下 

かかる 
103 万超 130 万未満 

かかる 受けられない 

受けられる 

130万以上141万未満 

あり 
141 万以上 受けられない 

 


